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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１４４

規

則

○
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
八
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
甲
）
、
第
十
五
号
の
二
様
式
()表
及
び
第
三
十
二
号
様
式
（
甲
）
中
「㊞

」
を
削

る
。別

記
第
三
十
二
号
様
式
（
乙
）
そ
の
一
及
び
第
三
十
二
号
様
式
（
乙
）
そ
の
二
中

「（
フ
リ
ガ
ナ
）

を
「（

フ
リ
ガ
ナ
）

に
改
め
る
。

代
表
者
氏
名

㊞

」

代
表
者
氏
名

」

別
記
第
三
十
二
号
様
式
（
乙
）
そ
の
三
中

「（
ふ
り
が
な
）

を
「（

ふ
り
が
な
）

に
改
め
る
。

代
表
者
氏
名

㊞

」

代
表
者
氏
名

」

別
記
第
四
十
一
号
様
式
（
甲
）
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
「ご

記
入

」
を
「御

記
入

」
に
、
「建

て
替

え

」
を
「建

替
え

」
に
、
「取

り
壊
し

」
を
「取

壊
し

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
九
十
七
号
様
式
、
第
百
十
一
号
様
式
（
甲
）
及
び
第
百
十
一
号
様
式
（
乙
）
中
「㊞

」
を
削

る
。別

記
第
百
二
十
三
号
様
式
及
び
第
百
三
十
九
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削

る
。別

記
第
百
四
十
三
号
様
式
及
び
第
百
四
十
五
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
百
四
十
六
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
、
第
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
三
、
第
百
七
十
三
号
様
式
、
第
百
八

十
号
様
式
及
び
第
百
九
十
三
号
の
二
様
式
（
丙
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
様
式
（
こ

の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
九
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
二
号
の
二
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。
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別
記
第
十
三
号
様
式
中
「ご

注
意

」
を
「御

注
意

」
に
、
「氏

名
㊞

」
を

「氏
名

」
に
、
「又

は
廃
止
、
若
し
く
は

」
を
「、

廃
止
又
は

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、
「又

は
廃
止
、
若
し
く

は

」
を
「、

廃
止
又
は

」
に
、
「ご

注
意

」
を
「御

注
意

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
の
二
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
別
記
第
十
一
号
様

式
か
ら
第
十
四
号
の
二
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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